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背景 

国家税務総局は租税条約の実施を推進し、「受益者」認定の解釈を更に明確にするた

め、2018年 2月 6日付けで「租税条約における『受益者』関連問題に関する国家税務総

局の公告」（2018年第 9号、以下「9号公告」）を公布した。同公告は、2018年 4月 1日

以降に納税の義務と源泉徴収義務が発生し、かつ租税条約上の優遇措置適用が必要な

事項に適用される。 

9号公告は従前の「受益者」の解釈規定と比べ、次の 2点が特徴的である。 

1） 従前のセーフ・ハーバー・ルールの適用を拡大し、子会社が受益者資格を有してい

ない場合でも、その親会社が受益者認定要件に該当するか否かの判断によって、

租税条約上の優遇措置適用の可否を決定できる。子会社と親会社が同一国に所

在しない場合でも例外としない。 

2） 9号公告の解釈は納税者の「実質的な経営活動」の有無を判断根拠としているた

め、以前から不確実な領域を残す持分会社に関する「実質的な経営活動」の要件

を一層明確にするため詳細事例を列記した。 

9号公告の公布は租税条約上の優遇措置の適用申請を行う納税者にとって朗報である。 

主要内容 

9号公告及びその解釈は 601号と改訂 30号を統合した。このため 601号と改訂 30号

を同時に廃止する。 

国家税務総局は、9号公告を公布する以前にすでに次の各公告を発布した。納税者の租

税条約上の優遇措置適用を規範化した 60号公告、また同優遇措置適用に関する問題を

明確にした 165号及び 24号公告、そして一般租税回避防止ガイドラインである。 
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チャイナタックスアラート 
（中国税務速報） 

本アラートの分析対象法規： 

 「租税条約における『受益

者』関連問題に関する国

家税務総局の公告」（国

家税務総局公告 2018年

第 9 号） 

 

 「租税条約における『受益

者』関連問題に関する国

家税務総局の公告」に関

する国家税務総局の解

釈」（以下「解釈」） 

 

 「租税条約における『受益

者』の解釈及び認定方法

に関する国家税務総局

の通達」（国税函〔2009〕

601号、以下「601号公

告」） 

 

 「租税条約における『受益

者』の認定に関する国家

税務総局の公告」（国家

税務総局公告 2012年第

30 号、以下「30号公

告」） 
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国家税務総局が租税条約上の「受益者」認定問題を明確化 
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今回の 9号公告は、中国が多国間との協定において主要目的テスト（Principal Purpose 

Test: PPT）条項を改正し、租税条約のネットワークを更新した大きな動きの後に公布され

たことから、特別に意義深い公布となつた。 

次いで、9号公告の主要内容は下記のとおりである。 

1 「受益者」の認定範囲を明確化 
 

9号公告は非居住者企業が「受益者」である場合にのみ、配当、利子及びロイヤリティ等

の租税条約上の優遇措置を享受できる。同公告は財産の譲渡益を「受益者」認定の対象

外とした。これは 601号に列記されている不確実性による実務上の判定と法執行の差異

を回避することになる。 

2 租税条約上の優遇措置の適用範囲の拡大 
 

601号及び 30号によると、締結相手側の居住者企業でかつ締結相手側の国の上場企

業及びその 100%直接又は間接保有する締結相手側の居住者子会社のみがセーフ・ハ

ーバー・ルールを適用できる。このため、その他の申請者は規定にある不利な要件などを

参照して総合的に租税条約上の優遇措置の適用要件に該当するか否かを判断される。 

今回、9 号公告は次の 2点をもって租税条約上の優遇措置の適用範囲を拡大した。1）セ

ーフ・ハーバー・ルールの適用範囲を拡大した。2）子会社が「受益者」判定を満たしていな

い場合、親会社と子会社が同一国に所在していなくても、親会社の経済的実質に基づき

判定することが可能となる。 

セーフ・ハーバー・ルールの適用範囲の拡大 

9号公告によると、締結相手側の上場居住者企業及びその締結相手国に所在する子会

社のほか、居住者個人、政府及び 100%直接或いは間接保有する事業体を追加し、合わ

せて 4種類の申請者がセーフ・ハーバー・ルールの適用が可能となった。 

9号公告の解釈で説明されているセーフ・ハーバー・ルールの適用範囲の拡大は、BEPS

行動計画 6の成果物が参考である。BEPS特典制限条項（LoB条項）のロジックでは、上

場企業と同一国に所在する子会社を除外するだけでなく、居住者個人と政府（及び 100%

直接或いは間接保有する事業体を含む）も除外すべきである。 

多層構造下の特別優遇 
 

601号及び改訂 30号公告によると、セーフ・ハーバー要件或いは「受益者」認定要件の

該当者は、中国を源泉地とする所得が租税条約上の優遇措置を享受できる。対して、9

号公告はより緩和されており、下記の 2点は「受益者」認定の条件に該当してないものの

一定要件に適格な申請者は、取得した配当について租税条約上の優遇措置が適用され

る。すなわち 1）申請者の持分を 100%直接或いは間接的に保有する企業が「受益者」認

定要件に該当し、かつ申請者が所在する国（地域）の居住者である。2）申請者の持分を

100%直接或いは間接的に保有する企業が「受益者」認定要件に該当し、申請者が所在

する国（地域）の居住者でなくても、当該企業及び間接的に持分を保有する中間者が関連

する要件に該当する場合である。 

上述の規定は BEPS行動計画 6の成果物を参考したものであり、BEPS特典制限条項

（LoB条項）の「派生的利益」基準に類似している。この変化のメリットは、持分会社は自ら

経済的実質を有していなくても、その親会社の経済的実質を分析して租税条約上の優遇

措置の適用可否が判断される。注意すべきは、9号公告の解釈で当該新条項の適用に

ついて明確に事例が列記された。例えば申請者と親会社が同一国に所在していない場合

に如何にして親会社の「受益者」資格を判定するか否か総合的に分析している。下記の

一例から解説する。 

本アラートの分析対象法規

（続き）： 

 『非居住納税者による租

税条約の優遇措置適用に関

する管理方法』（国家税務総

局公告2015年第60号、以下

「60号公告」） 

 

 「中国大陸及び香港の租

税アレンジメントの配当条項

の適用に関わる受益所有者

に対する湖北などの省・市級

国家税務総局の取扱に関す

る国家税務総局の意見」（税

総函〔2013〕165 号、以下

「165号」） 

 

 「委託投資における受益

者認定に関する国家税務総

局の公告」（国家税務総局公

告 2014年第24 号、以下「24

号」） 
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例示：香港居住者 A は、中国大陸居住企業に投資し、その会社から配当金を受け取っ

た。シンガポール居住企業 Cは、シンガポール居住企業 Bを経由して間接的に香港居住

企業 Aの持分を 100%所有している。香港居住企業 Aは、「受益者」認定要件には該当

しないが、シンガポール居住企業 C が「受益者」認定要件に該当しており、かつシンガポ

ール居住企業 C及びシンガポール居住企業 Bの双方が受け取る中国源泉所得からの

配当金は、中国とシンガポールの間に締約した租税条約に基づき享受できる優遇措置

が、香港居住企業 Aが享受できる優遇措置と同一であるので、香港居住企業 Aが「受益

者」資格を有することを認容すべきである。また、香港居住企業 Aは、中国大陸と香港と

の間で締約された租税取り決めに基づいて租税条約上の優遇措置を享受できる。 

3 「受益者」身分判定の不利な要件の改正 
 

9号公告は、601号の規定にある 7つの不利な要件を 5つに減少したが、根本的な変化

ではない。 

9号公告第１項の不利な要件 
 

9号公告は 2つの側面から 601号第 1項の不利な要件（取得した所得を一定期限内に

一定比率の支払義務を負う）を改定した。1）従前の比率の 60%から 50%に低減した。2）

義務の履行を約束していない場合でも支払が発生した場合には不利な要件を構成すると

指摘した。当該指摘も特典制限条項（LoB条項）の「派生的利益」基準の関連概念を参考

している。 

9号公告第 2項の不利な要件 
 

601号第 2項から第 4項の不利な要件は、いずれも実質的な経営活動と関わるため、9

号公告は基本的に当該 3つの不利な要件を 1つに整合した。このため、実質的な経営活

動の内容と判定を一層明確にして「その従事するその他の経営活動が顕著でない」を、

「実質的な経営活動を構成しない」と改めて明確にした。当該規定は特に投資管理会社に

関係する。 

601号は中国特有の「受益者」概念として、申請者が実質的な経営活動を行っていること

を要求している。これは、世界中の「受益者」に対する税務上の理解と異なるもので、世界

的にも、一般的にも、申請者が租税条約上の優遇措置適用を申請する所得及び関連資

産に対する支配度に注目している（中国の「受益者」概念は支配度及び実質的な経営活

動をともに強調している）。 

また、今日まで納税者は、経営活動テストは一般租税回避防止規則にも規定があること

から、実質的な経営活動テストと支配度テストを区分して取り扱うように提案し続けてい

た。9号公告が公布されたことで納税者の希望は空振りとなった。実質的な経営活動テス

トは依然として「受益者」資格判定の重要要件である。 

しかし、601号との相違点は、9号公告の解釈によれば「どのような程度の実質が受益者

テストを満たすのか」について、詳細なガイドラインを提供しており、また豊富な事例を列

記している。さらに、165号との共通点は、9号公告は投資管理活動が実質的な経営活

動と見なすことができ、そして租税条約上の優遇措置を申請できることを明確にした。ま

た、9号公告の解釈で列挙された案件はとりわけ投資管理活動に着目して、どのような投

資管理活動若しくは資源が実質的な経営活動要件に該当するか明確にした。 

9号公告第 3項から第 5項の不利な要件 

601 号の国外の低税率要素（締結相手国が関連所得を徴税しない若しくは免税する、又

は徴税するが実際の税率が非常に低い）、バック・トゥ・バック・ローン、使用許可の 3つの

不利な要件については 9号公告でも留保している。 

4 その他の内容 
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60号公告は、納税者の租税条約上の優遇措置適用の申請に際して、事前審査制を廃止

して事前届出制に改めた。9号公告は、「地方税務機関が「受益者」資格を否認して申請

者の優遇措置適用を撤回する場合、執行の前に省級税務機関に報告と承認を要求して

いる。これは、事前審査制を実施した 30号公告の考えと合致する。 

また、9号公告はその他の条項でも従前の規定を改訂し改善した。例えば、持分比率に

関する時間の基準、「所得の受取を代行する」に該当しない状況、「受益者」資格を証明す

るための資料提供、一般租税回避防止関連規定を適用する状況などについても明確にし

た。 

KPMGの所見 

上述の分析から、9号公告の最も重要なポイントは、依然として「受益者」概念において実

質的な経営活動を強調しているものの、申請者が実質的な経営活動要件を満たすか否

かを判断する確実性を高めるために解釈において詳細に事例を列記したことである。判

例法が存在しない中国の租税制度では、納税者が直面する最大のチャレンジは、税法に

対する解釈及び適用できる詳細なガイドライン（クロスボーダー課税を含む）の欠如であ

る。9 号公告の解釈は疑いなく国家税務総局がこの空白を補填するために最善努力を表

明したものであるといえる。これは、納税者が地方税務機関に租税条約上の優遇措置の

適用要件に該当することを証明する場合に大いに役立つものである。 

そして、9号公告には改善すべき点もある。 

 「義務の履行を約束していない場合でも支払が発生した場合」に不利な要件を

判定する場合、特殊な状況を考慮しなければならない。例えば、金融機関がリス

ク・ヘッジ対象資産から配当金或いは利息を受け取る場合に納税義務が生じる

可能性がある。ただし、金融機関が契約、法律及び市場のリスクに直面して関

連する受払リスクを負っている場合には受益者と見なされるべきである。 注意

すべきは、「義務の履行を約束していない場合でも支払が発生した」場合につい

て、解釈は大量の事例を列記していることである。事例は国家税務総局が実務

上取り扱った案件或いは注目した案件である。 

 前述のとおり、9号公告の解釈上の投資管理活動が「実質的な経営活動」の要

件に該当するか否かの詳細な事例は、納税者に朗報である。しかし、納税者の

持分の取決めが商業的な実態を有しながらも、事例に記載されている「実質的

な経営活動」の要件を満たせない可能性がある。 

「派生的利益」基準は確実に申請者が親会社の実質に基づいて租税条約上の

優遇措置を享受できることになったが、投資ファンドグループにとっては、投資計

画、分析、執行・監督する投資マネージャー若しくはコンサルティングに従事るす

のは、通常、特殊目的の事業体（SPV）の直接親会社ではないため、租税条約

上の優遇措置を享受することはできないだろう。 

 9号公告は、主管税務機関が租税条約上の主要目的テスト条項に適用する必

要がある場合、一般租税回避防止調査を実施できると定めた。ただし、主要目

的テストに関する適用ガイドライン及びOECDの主要目的テストガイドラインと

の整合性については、まだ明確ではない。 

なお、一般租税回避防止・主要目的テストの具体的な適用はまだ明確にされて

いない。一般租税回避防止・主要目的テストは、租税条約が濫用されているか

否かを判断するため、実質と形式が一致しているか否かを考査する。ただし、9

号公告における「受益者」分析そのものが「実質的な経営活動」を評価するた

め、同公告で一般租税回避防止手続が言及されているが、それに基づく実質的

な評価を行い、一般租税回避防止・主要目的テストに基づく評価でない場合に、

さらに一般租税回避手続が行う必要があるか否かも明確にされていない。 
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 9号公告は、中国大陸・香港との間の租税取り決めにおいて「受益者」資格の判

定にも適用される。このため、9号公告によって 165号（香港のみに適用する）

の条項がどうなるのかは明らかではない。 
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